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(57)【要約】
　本発明は、流入開口部（３）および流出開口部（４）
を有するハウジング（２）と、ハウジング（２）内に配
置され、外郭（７）を有する第１のハニカム構造体（５
）と、を備え、外郭（７）は、ハウジング（２）内で、
排気ガスによって通流される外面（８）を有しており、
さらに添加装置（９）を備え、添加装置（９）によって
、排気ガス浄化用添加剤を外郭（７）の外面（８）に添
加可能である、排気ガス浄化コンポーネント（１）に関
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気ガス浄化コンポーネント（１）であって、
　流入開口部（３）および流出開口部（４）を有するハウジング（２）と、
　前記ハウジング（２）内に配置され、外郭（７）を有する第１のハニカム構造体（５）
と、
を備え、前記外郭（７）は、前記ハウジング（２）内で、排気ガスが通流可能な外面（８
）を有しており、
　さらに添加装置（９）を備え、該添加装置（９）によって、排気ガス浄化用添加剤を前
記外郭（７）の前記外面（８）に添加可能であることを特徴とする、排気ガス浄化コンポ
ーネント（１）。
【請求項２】
　前記外郭（７）の前記外面（８）と、前記ハウジング（２）との間に、少なくとも１つ
のバイパス流路（６）が構成されており、該少なくとも１つのバイパス流路（６）により
、前記流入開口部（３）から前記流出開口部（４）に通流する排気ガス流（１７）の排気
ガス部分流（１０）が、前記第１のハニカム構造体（５）をバイパス可能であり、前記添
加装置（９）は、前記バイパス流路（６）に配置されており、これによって、前記排気ガ
ス浄化用添加剤を前記バイパス流路（６）内へ添加可能である、請求項１記載の排気ガス
浄化コンポーネント（１）。
【請求項３】
　前記バイパス流路（６）内において、排気ガス通流方向で見て、前記添加装置（９）の
手前に、前記バイパス流路（６）を通って流れる前記排気ガス部分流（１０）が通流する
第２のハニカム構造体（１２）が配置されている、請求項２記載の排気ガス浄化コンポー
ネント（１）。
【請求項４】
　前記バイパス流路（６）内において、排気ガス通流方向で見て、前記添加装置（９）の
手前に、前記バイパス流路を通って流れる前記排気ガス部分流（１０）を加熱可能である
ヒータ（１５）が配置されている、請求項２または３記載の排気ガス浄化コンポーネント
（１）。
【請求項５】
　前記添加装置（９）によって添加される前記排気ガス浄化用添加剤が当接する、前記外
郭（７）の前記外面（８）の当接領域（１３）に、前記外郭（７）の前記外面（８）を加
熱可能な表面ヒータ（１４）が配置されている、請求項２から４までのいずれか１項記載
の排気ガス浄化コンポーネント（１）。
【請求項６】
　排気ガス通流方向で見て、前記バイパス流路（６）および前記第１のハニカム構造体（
５）の手前に、前記排気ガス流（１７）の、前記バイパス流路（６）を通って流れる前記
排気ガス部分流（１０）も、前記第１のハニカム構造体（５）を通って流れる排気ガス主
流（１６）も加熱可能であるヒータ（１５）が配置されている、請求項２から５までのい
ずれか１項記載の排気ガス浄化コンポーネント（１）。
【請求項７】
　前記第１のハニカム構造体（５）は、前記流入開口部（３）を通って、当該排気ガス浄
化コンポーネント（１）内に流入する前記排気ガス流（１７）が、前記第１のハニカム構
造体（５）を完全に通過するように配置されており、さらに前記排気ガス浄化コンポーネ
ント（１）は、少なくとも１つの偏向装置（１８）を備えており、該偏向装置（１８）に
よって、前記第１のハニカム構造体（５）から流出する前記排気ガス流（１７）は、前記
外郭（７）の前記外面（８）上を通流するように偏向される、請求項１記載の排気ガス浄
化コンポーネント（１）。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの偏向装置（１８）において、少なくとも１つのバイパス流路（６
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）が構成されており、該少なくとも１つのバイパス流路（６）によって、前記第１のハニ
カム構造体（５）から流出する前記排気ガス流（１７）の排気ガス部分流（１０）が、前
記外郭（７）の前記外面（８）上を通流することなく、前記ハウジング（２）の流出開口
部（４）に通流可能である、請求項７記載の排気ガス浄化コンポーネント（１）。
【請求項９】
　内燃機関（２０）と、該内燃機関（２０）の排気ガスを浄化するための排気ガス処理装
置（２１）とを備え、該排気ガス処理装置（２１）は、請求項１から８までのいずれか１
項記載の排気ガス浄化コンポーネント（１）を有していることを特徴とする、自動車（２
２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液状の排気ガス浄化用添加剤を、排気ガス処理装置に供給するために用いら
れる、内燃機関の排気ガスを浄化するための排気ガス浄化コンポーネントに関する。排気
ガス浄化コンポーネントは、特に、排気ガス処理装置の排気系に使用することができるか
または排気系の１つの区分を形成する、排気ガス処理装置の排気系の一区分である。
【背景技術】
【０００２】
　排気ガス浄化用添加剤として、排気ガス処理装置には、例えば燃料かまたは選択的触媒
還元法（ＳＣＲ法、ＳＣＲ＝Selective Catalytic Reduction）を実施するための還元剤
が供給される。ＳＣＲ法では、排気ガス中の窒素酸化物成分が、還元剤を用いて無害な物
質に還元される。この還元剤は、典型的には尿素水溶液であり、これは排気ガス中でアン
モニアに変換することができる。排気ガス中の窒素酸化物化合物は、このアンモニアと反
応し、無害な物質になる（特にＣＯ２，Ｈ２ＯおよびＮ２）。液状の排気ガス浄化用添加
剤として、３２．５％の尿素水溶液を、商品名アドブル（登録商標）のもとに入手するこ
とが可能である。
【０００３】
　内燃機関の排気ガスに対する液状の排気ガス浄化用添加剤の添加に伴う問題は、特に、
排気ガス処理装置において、排気ガス中で、作用できるようにするために、液状の排気ガ
ス浄化用添加剤を気化しなければならないことである。液状の排気ガス浄化用添加剤の気
化を向上させるために、液状の添加剤を微細に霧化して添加することが公知である。また
同じ様に、高温の当接構造部を排気ガス処理装置内部に設け、そこからの気化のために、
排ガス浄化用添加剤を当接構造部に吹き付けることも公知である。いずれにせよ、問題と
なるのは、液状の排気ガス浄化用添加剤の確実な気化を保証するために、排ガス処理装置
内に、内燃機関の始動後の早期時点で、既に十分に高い温度を有する対応する当接面を設
けなければならない点にある。このことは、特に、液状の排気ガス浄化用添加剤としての
尿素水溶液に対して当てはまる。
【０００４】
　欧州特許出願公開第２８６５８５８号明細書は、排気ガスの処理のための装置および方
法を開示している。ここでは、触媒コンバータが排気系に配置されている。さらに、排気
系内に物質を噴射することが可能なインジェクタが設けられている。さらにこの装置は、
触媒コンバータの一部を迂回するバイパス管路を備えている。物質の噴射は、例えば、こ
のバイパス管路で行うことが可能である。
【０００５】
　欧州特許出願公開第１８５７６４８号明細書は、内燃機関の排出制御を改善するための
装置および方法を開示している。この装置は、窒素酸化物蓄積ユニットと、燃料処理装置
とを有している。ここでの燃料処理装置は、窒素酸化物蓄積ユニットの上流に配置されて
いる。この燃料処理装置では、燃料が、還元作用によってガスに変換可能であり、このガ
スは、窒素酸化物蓄積ユニットに供給され、そこにおいて、窒素酸化物蓄積ユニット内の
吸着材を再生する。
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【０００６】
　米国特許出願公開第２０１００２６３３５２号明細書は、触媒コンバータ構成群を備え
た排気ガスシステムを開示している。第１の触媒コンバータは、メタン酸化触媒コンバー
タであり、第２の触媒コンバータは、選択触媒コンバータである。第１の触媒コンバータ
は、第２の触媒コンバータの上流に配置されている。
【０００７】
　米国特許第６４４４１７７号明細書は、燃焼から生じる排気ガスの触媒による浄化のた
めの方法および装置を開示している。この浄化すべき排気ガスは、変換および混合系に導
入され、排気ガスはこれらの導管を通流する。さらに、還元剤が排気ガス中に噴射される
。その後で、この排気ガスは還元系に偏向される。この還元系は、変換および混合系に平
行に、またはそれらと同軸に配置されている。排気ガス流は、還元系において、変換およ
び混合系とは逆方向に流れる。
【０００８】
　排気ガス処理装置内で液状の排気ガス浄化用添加剤の気化を向上させるための公知の方
法として、例えば、排気ガスまたは既に上述した当接構造部を、所期のように加熱するこ
とができる排気ガス処理装置内の加熱部も挙げられる。これらの加熱部は、排気ガスだけ
の温度によってまだ十分な気化が保証できない場合の、内燃機関の冷間時始動段階中に、
排気ガス浄化用添加剤の十分な気化を達成するために特に好適である。
【０００９】
　液状の排気ガス浄化用添加剤の添加に伴う問題として、特に堆積物の形成が挙げられ、
この堆積物は、排気ガス浄化用添加剤としての尿素水溶液の場合に、特に、尿素水溶液が
十分に気化していないときに、固体の尿素沈殿物の形態で形成され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　これらのことから出発して、本発明の課題は、前述した技術的な問題を解決するか、ま
たは少なくとも軽減することにある。特に、液状の排ガス浄化用添加剤を排気ガス処理装
置に供給可能であり、その際には排気ガス処理装置内で液状の排気ガス浄化用添加剤の十
分な気化が行われる、極めて好ましい排気ガス浄化コンポーネントが提示されるべきであ
る。本発明によれば、特に内燃機関の冷間時始動条件の下でも十分な気化が達成され、さ
らにできるだけ僅かな熱エネルギーの使用によって達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題は、請求項１の特徴による排気ガス浄化コンポーネントによって解決される。
本発明のさらに別の好ましい構成は、従属請求項に示されている。特許請求の範囲に個別
に列挙された特徴は、技術的に有意な任意の方法で組み合わせることができ、さらに明細
書から説明された状況によって補足することが可能である。この場合は、本発明のさらに
別の変形実施例が示される。
【００１２】
　本発明は、流入開口部および流出開口部を有するハウジングと、ハウジング内に配置さ
れ、外郭を有する第１のハニカム構造体と、を備え、外郭は、ハウジング内で、排気ガス
が通流可能な外面を有しており、さらに添加装置を備え、添加装置によって、排気ガス浄
化用添加剤を外郭の外面に添加可能である、排気ガス浄化コンポーネントに関する。
【００１３】
　排気ガス浄化コンポーネントは、特に、排気系の任意の区分であり、したがって、ハウ
ジングは、排気系の壁部を形成する。排気ガス浄化コンポーネントは、流入開口部または
流出開口部を介して、排気系のさらに別の区分と接続可能であり、そのため排気ガス処理
装置内に統合可能である。ここでは、排気ガスの通流方向は、常に、ハウジングの流入開
口部からハウジングの流出開口部への排気ガスの通流方向として定義される。
【００１４】
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　ハウジング内に配置されるハニカム構造体は、特に、例えば複数の金属箔から製造され
得る、金属製のハニカム構造体であり、特に、ハニカム構造体内にハニカム状の流路構造
部を形成するために、波形でかつ平滑的な金属箔が交互に順次積み重ねられていてもよい
。また、ハニカム構造体は、例えば押出成形などによって製造することができるセラミッ
ク製のハニカム構造体であってもよい。外郭は、特に、ハニカム構造体を周面方式で取り
囲む周面壁部によって形成される。ハニカム構造体は、好ましくは、排気ガスがハニカム
構造体内に流入可能である流入面と、排気ガスがハニカム構造体から再び流出可能である
流出面とを有している。これらの流入面と流出面との間で、外郭は延在し、ハニカム構造
体の境界を形成している。金属製のハニカム構造体の場合には、外郭は、好ましくは、ハ
ニカム構造体のハニカム構造部を形成する金属箔よりも厚い壁厚を有する金属管路の形態
で形成される。例えば、金属箔は、２０μｍ（マイクロメートル）～１００μｍの間の厚
さを有する。これに対して、ハニカム構造体の外郭は、５００μｍ～２ｍｍ（ミリメート
ル）の間の厚さを有する。これにより、外郭は、ハニカム構造体に、機械的安定性も与え
る。そのような金属製の外郭は、セラミック製のハニカム構造体の場合でも設けることが
可能である。いずれにせよ、排気ガス浄化コンポーネントのために、金属製のハニカム構
造体は好適である。なぜなら、金属製のハニカム構造体の場合、通常は、ハニカム構造体
のハニカム構造部から外郭および当該外郭の外面に向かって良好な熱伝達が生じるからで
ある。そのような熱伝達は、排気ガス浄化コンポーネントの場合には、外面に当接する排
気ガス浄化用添加剤を当該外面で効果的に気化するために望ましい。
【００１５】
　添加装置は、特に、液状の排気ガス浄化用添加剤を霧化して、排気ガス浄化コンポーネ
ントのハウジング内に添加できるノズルを備えたインジェクタである。好ましくは、添加
装置のインジェクタまたはノズルは、排気ガス浄化コンポーネントのハウジングを、所定
の箇所において貫通し、これにより、添加装置の一区分がハウジングの外部からアクセス
可能となり、そしてその結果、添加装置に液状の排気ガス浄化用添加剤を供給可能である
導管に、添加装置を接続することができる。添加装置、または添加装置のノズルは、好ま
しくは、液状の排ガス浄化用添加剤を、排気ガス処理装置内に噴霧させるスプレーコーン
を形成する。添加装置は、好ましくは、スプレーコーンを、外郭の外面に当接させるよう
に配向される。
【００１６】
　ハニカム構造体の外郭の外面は、通常は、排気ガスがハニカム構造体を通って流れるこ
とにより、加熱される。ハニカム構造体は、例えば、内燃機関の排気ガス中の排気ガス成
分が酸化される、触媒コンバータ支持体（特に酸化触媒コンバータ）であってもよい。こ
れは、暖かい排気ガスが、ハニカム構造体を通って通流した場合に、ハニカム構造体内で
温度上昇を引き起こす。それゆえ、ハニカム構造体は、外郭面と外面を加熱する。付加的
に、外郭面は、通常は非常に高温である。なぜなら、外郭面と外面は、添加装置の領域に
おいて、完全に排気ガス浄化コンポーネントのハウジング内部に配置されており、ハウジ
ングの外壁には直接接触していないからである。それに応じて、ハウジングと外郭面との
間の間隙空間は、外郭面を冷却から保護する一種の熱絶縁部のように作用する。この理由
から、排気ガス浄化コンポーネントのハウジング内の通流可能な外面は、液状の排気ガス
浄化用添加剤の特に確実で信頼性の高い気化を可能にする。排気ガス浄化コンポーネント
は、特に、液状の排気ガス浄化用添加剤としての尿素水溶液の添加に適している。
【００１７】
　さらに、排気ガス浄化コンポーネントは、外郭の外面と、ハウジングとの間に、少なく
とも１つのバイパス流路が構成されており、少なくとも１つのバイパス流路により、流入
開口部から流出開口部に通流する排気ガス流の排気ガス部分流が、第１のハニカム構造体
をバイパス可能であり、添加装置は、バイパス流路に配置されており、これによって、排
気ガス浄化用添加剤をバイパス流路内へ添加可能である場合に有利である。
【００１８】
　この変形実施例においては、第１のハニカム構造体は、それがハウジングの断面を完全
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には塞がないように構成されている。これにより、第１のハニカム構造体とハウジングと
の間の間隙空間は、本明細書に記載するバイパス流路を形成する。したがって、流入開口
部からハウジング内に流入する排気ガス流は、排気ガス主流と排気ガス部分流とに分割さ
れる。排気ガス主流は、第１のハニカム構造体を通って流れ、それに対して、排気ガス部
分流は、前述のバイパスを通って流れる。この過程では、前述の排気ガス部分流が、外郭
の外面上を通流する。これにより、添加装置を備えた排気ガス処理コンポーネントに供給
される液状の排気ガス浄化用添加剤は、最初は、排気ガス部分流との接触に至るだけであ
る。この排気ガス部分流と排気ガス主流は、引き続き（排気ガス通流方向で見て、第１の
ハニカム構造体の後方において）再び相互に合流する。排気ガス流を、排気ガス主流と、
液状の排気ガス浄化用添加剤が添加される排気ガス部分流とに分割することは、排気ガス
部分流内へ排気ガス浄化用添加剤を添加することを、特に有利な方法で行えるようにする
という目的に合った影響を、排気ガス部分流に与えることを可能にさせている。
【００１９】
　さらに好ましくは、排気ガス浄化コンポーネントは、バイパス流路内に、当該バイパス
流路を通って流れる排気ガス部分流が通流する第２のハニカム構造体が配置されている場
合に有利である。
【００２０】
　第２のハニカム構造体は、好ましくは、排気ガス通流方向で見て、添加装置の手前に配
置されている。バイパス流路を形成する間隙空間は、好ましくは、第２のハニカム構造体
によって完全に覆われており、これによって、バイパス流路を通って流れる排気ガス部分
流が、第２のハニカム構造体によって完全に影響される。そのような、バイパス流路にお
ける通流方向で見て添加装置手前の第２のハニカム構造体は、排気ガス部分流への目的に
合った影響を与えることを可能にしている。この目的のために、第２のハニカム構造体は
、例えば触媒作用するコーティング、好ましくは酸化作用するコーティングを有してもよ
い。第２のハニカム構造体は、排気ガス通流方向で見て、加算器の後方に配置されていて
もよい。そこに配置された第２のハニカム構造体は、例えば、液状の排気ガス浄化用添加
剤の変換を向上させ得る加水分解コーティングを有していてもよい。加水分解コーティン
グにより、例えば、アンモニアへの尿素の変換を支援することができる。
【００２１】
　その他に好ましくは、排気ガス浄化コンポーネントは、バイパス流路内において、排気
ガス通流方向で見て、添加装置の手前に、バイパス流路を通って流れる排気ガス部分流が
加熱可能であるヒータが配置されている場合に有利である。
【００２２】
　排気ガス処理装置内の排気ガス浄化用添加剤の気化の成功のために、特に、排気ガス処
理装置内の排気ガスの温度は重要である。ヒータにより、排気ガスの温度を、添加装置の
手前で、目的に合わせて高めることが可能になる。特に好ましいのは、ヒータをバイパス
流路内に配置することである。なぜなら、これによって、バイパス流路を通って流れる排
気ガス部分流だけを加熱することが可能になるからである。このことは、ヒータが必要と
する加熱エネルギーを低減させる。
【００２３】
　ヒータは、特に、例えば電気的に加熱可能なハニカム構造体の種類に従った構成ができ
る電気ヒータである。そのような電気的に加熱可能なハニカム構造体は、例えば波形で平
滑的な金属箔からなる、電流が通流するパケットから形成されていてもよい。しかしなが
ら、ヒータは、任意の他のヒータ、例えば熱交換器またはバーナーなどであってもよい。
【００２４】
　バイパス流路内のヒータは、液状の排気ガス浄化用添加剤のための当接面としての、第
１のハニカム構造体の外郭の外面と、特に有利な方法で協働する。なぜなら、液状の排気
ガス浄化用添加剤の十分な気化のために必要とされる温度が、排気ガスまたはヒータのい
ずれかによって達成することができるからである。このことは、排気ガスでは十分な温度
が実現できない場合にのみ、ヒータが正規に作動される、特に経済的なヒータの運転を可
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能にする。
【００２５】
　さらに、排気ガス浄化コンポーネントは、添加装置によって添加される排気ガス浄化用
添加剤が当接する、外郭の外面の当接領域に、外郭の外面を加熱できる表面ヒータが配置
されている場合に有利である。
【００２６】
　そのような表面ヒータは、例えば、外郭の外面上に配置される複数の電気的な導体線路
の形態で実現されていてもよい。そのような表面ヒータは、排気ガス浄化コンポーネント
内に流入する排気ガスによって、十分な温度上昇が保証されない場合に、外郭を所期のよ
うに加熱するために使用することが可能である。導体線路は、外郭上に、例えば印刷また
は接着されていてもよい。
【００２７】
　さらに、排気ガス浄化コンポーネントは、排気ガス通流方向で見て、バイパス流路およ
び第１のハニカム構造体の手前に、排気ガス流の、バイパス流路を通って流れる排気ガス
部分流も、第１のハニカム構造体を通って流れる排気ガス主流も加熱可能であるヒータが
配置されている場合に有利である。
【００２８】
　そのような共有のヒータは、好ましくは、ハウジングの全断面に及ぶ。そのような共有
のヒータは、第１のハニカム構造体内で行われる触媒過程に対しても、最低温度が必要で
ある場合には、特に有利となる。したがって、このヒータは、排気ガス主流の排気ガス温
度を高めるためにも使用することができる。
【００２９】
　さらに、第１のハニカム構造体は、排気ガス浄化コンポーネント内に流入する排気ガス
流が流入開口部を通って第１のハニカム構造体を完全に通過するように配置されており、
排気ガス浄化コンポーネントは、さらに少なくとも１つの偏向装置を備えており、偏向装
置によって、第１のハニカム構造体から流出する排気ガス流が、外郭の外面上を通流する
ように偏向される場合に、排気ガス浄化コンポーネントは有利である。
【００３０】
　偏向装置は、特にハウジング内に配置されている、第１のハニカム構造体から流出する
排気ガスを偏向する偏向金属薄板である。排気ガス浄化コンポーネントのこの変形実施例
では、第１のハニカム構造体の前で、排気ガス流を、排気ガス主流と排気ガス部分流とに
分割することは行われていない。むしろ、排気ガス流は、第１のハニカム構造体を完全に
通過している。その後で初めて、少なくとも１つの偏向金属薄板により、排気ガス流が外
郭の外面に向かって偏向されるように、排気ガス流の偏向が行われる。このことは、外面
を通流する排気ガスが、外郭の外面上を排気ガスが通流する前に、既に第１のハニカム構
造体による作用を確実に受けることを可能にさせる。特にこれは、第１のハニカム構造体
内で排気ガスの温度上昇が達成される場合に有利である。
【００３１】
　したがって、好ましくは、このハニカム構造体の周りを取り囲むように環状空間が存在
し、環状空間を介して、外郭の外面上を通流した排気ガスが、流出開口部に向かって偏向
される。
【００３２】
　その他に、好ましくは、ハニカム構造体の外郭面にハウジングを当接させる周面シール
が存在しており、このシールによって、ハニカム構造体がハウジングに保持される。その
ようなシールは、例えば、ハウジングの周面ビードによって形成されていてもよい。
【００３３】
　さらに、少なくとも１つの偏向装置において、少なくとも１つのバイパス流路が構成さ
れており、少なくとも１つのバイパス流路によって、第１のハニカム構造体から流出する
排気ガス流の排気ガス部分流が、外郭の外面上を通流することなく、ハウジングの流出開
口部に通流可能である場合に、排気ガス浄化コンポーネントは有利である。
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【００３４】
　この種のバイパスは、例えば、偏向金属薄板における穿孔の形態で提供されてもよい。
第１のハニカム構造体の後方にあるそのようなバイパスは、全ての排気ガス流が、外面と
排気ガス浄化コンポーネントの添加装置のそばを通流しないことを保証することができる
。このことは、これによって、過度に速い流量速度が外面と添加装置において生じそうな
場合に、特に有利となる。そのような過度に速い流量速度は、添加される液状の排気ガス
浄化用添加剤の外郭面における過度に短い滞留時間につながる可能性があり、これによっ
て、液状の排気ガス浄化用添加剤は、ここでは完全に気化されない。したがって、このバ
イパスは、制御の種類に従って作用し、この制御により、添加装置における外郭の外面上
を通流する排気ガス流の速度と圧力とが制御される。
【００３５】
　ここではまた、内燃機関と、内燃機関の排気ガスを浄化するための排気ガス処理装置と
を備え、排気ガス処理装置は、本明細書で説明した種類の少なくとも１つの排気ガス浄化
コンポーネントを有している、自動車が説明されるべきである。
【００３６】
　排気ガス通流方向で見て排気ガス浄化コンポーネントの後方において、排気ガス処理装
置内に、好ましくは、ＳＣＲ触媒コンバータが配置されており、ＳＣＲ触媒コンバータと
、排気ガス浄化コンポーネントを介して添加される排気ガス浄化用添加剤とによって、選
択触媒還元の方法が実施可能となる。
【００３７】
　以下では、本発明ならびに技術的な分野を、図面に基づきより詳細に説明する。これら
の図面は、特に好ましい実施例を示すが、本発明は、それらの実施例に限定されるもので
はない。特に、これらの図面および特にこれらの図面中に示されたサイズ比は、概略的な
ものにすぎないことを指摘しておく。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】前述した排気ガス浄化コンポーネントの第１の変形実施例の図
【図２】前述した排気ガス浄化コンポーネントの第２の変形実施例の図
【図３】前述した排気ガス浄化コンポーネントの第３の変形実施例の図
【図４】前述した排気ガス浄化コンポーネントの第４の変形実施例の図
【図５】前述した排気ガス浄化コンポーネントの第４の変形実施例の断面図
【図６】前述した排気ガス浄化コンポーネントを備えた自動車
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１～図４には、前述した排気ガス浄化コンポーネント１のそれぞれ異なる変形実施例
が示されている。図示の全ての排気ガス浄化コンポーネント１は、それぞれ１つのハウジ
ング２を備え、これらのハウジング２は、排気ガス流１７を排気ガス浄化コンポーネント
１内に流入可能な流入開口部３と、排気ガス流１７を排気ガス浄化コンポーネント１から
流出可能な流出開口部４とを有している。排気ガス浄化コンポーネント１には、それぞれ
１つの第１のハニカム構造体５が配置されており、この第１のハニカム構造体５は、排気
ガスが通流可能である。
【００４０】
　さらにそれぞれ１つの添加装置９が設けられており、この添加装置９によって、液状の
排気ガス浄化用添加剤が、第１のハニカム構造体５の外郭７の外面８に添加可能である。
その上さらに、図１～図４の排気ガス浄化コンポーネントの変形実施例では、それぞれラ
ムダセンサ１９および温度センサ１１が例示的に示されており、それらによって、排気ガ
ス浄化コンポーネント１の機能が監視可能である。ここでのラムダセンサ１９は、流入開
口部３から流出開口部４への排気ガス通流方向で見て、第１のハニカム構造体５の手前に
配置されている。温度センサ１１は、第１のハニカム構造体５内の温度を監視できるよう
にするためにハウジング２を通って第１のハニカム構造体５内へ延在している。ラムダセ
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ンサ１９は、第１のハニカム構造体５の手前の、排気ガス浄化コンポーネント１の領域に
おいて、ラムダ値を監視する。このラムダセンサ１９も、温度センサ１１も、図１および
図４において例示的にのみ示されているが、このことは、当業者が、任意のセンサを、当
該排気ガス浄化コンポーネント１に配置できることを意味している。なお、本発明による
排気ガス浄化コンポーネントは、これらのセンサを必要としない。ただし、これらのセン
サは、図２および図３による実施例にも転用可能である。
【００４１】
　図１～図３には、それぞれ１つのバイパス流路６が設けられており、このバイパス流路
６は、第１のハニカム構造体５の外郭７の外面８と、ハウジング２との間を延在し、さら
に当該バイパス流路６を通って、排気ガス流１７の排気ガス部分流１０が通流している。
排気ガス主流１６は、それぞれ第１のハニカム構造体５を通流する。排気ガス流１７は、
第１のハニカム構造体５によって、排気ガス部分流１０と、排気ガス主流１６とに分割さ
れる。バイパス流路６は、第１のハニカム構造体５とハウジング２との間、または外郭７
とハウジング２との間の間隙空間によって形成される。
【００４２】
　図１によれば、バイパス流路６内で排気ガス通流方向で見て、添加装置９の手前に、第
２のハニカム構造体１２が設けられている。例示的に、図１では、この第２のハニカム構
造体１２が、バイパス６を通って流れる排気ガス部分流１０を加熱することができるヒー
タ１５であることが示されている。しかしながら、第２のハニカム構造体１２は、排気ガ
ス部分流１０において温度上昇を引き起こす触媒作用コーティングを備えた「従来の」触
媒支持体であってもよい。
【００４３】
　図２によれば、同様に第２のハニカム構造体１２が、バイパス流路６内で、添加装置９
の手前に配置されている。しかしながら、ここでは付加的に、表面ヒータ１４が存在して
おり、この表面ヒータ１４は、当接領域１３において、外郭７の外面８に配置されている
。この当接領域１３では、添加装置９によって添加される液状の排気ガス浄化用添加剤が
、外郭７の外面８に当接する。この表面ヒータ１４は、例えば、外郭７の外面８上の電気
的導体線路によって形成された電気ヒータとして構成されていてもよい。そのような導体
線路は、ここでは、例えば印刷または接着されていてもよい。そのような導体線路は、排
気ガス浄化コンポーネント内の温度によって損なわれないようにするために、特に高温に
対する耐性を備えるべきである。
【００４４】
　図３の変形実施例によれば、バイパス流路６内に、同様の第２のハニカム構造体１２が
配置されている。その上さらに、図３によれば、ハウジング２の全断面に亘って延在し、
かつこれによってバイパス流路６（これを通って排気ガス部分流１０が流れる）も、第１
のハニカム構造体５（これを通って排気ガス主流１６が流れる）もカバーしているヒータ
１５が存在している。これにより、排気ガス主流１６も、排気ガス部分流１０も、ヒータ
１５によって加熱される。このヒータ１５も、好ましくは電気的に加熱可能なハニカム構
造体として構成されていてもよい。
【００４５】
　図４は、図５と共に、排気ガス浄化コンポーネント１の代替的な構成を示し、この構成
では、排気ガス流１７が、最初は（第１のハニカム構造体５の通流前に）排気ガス主流と
排気ガス部分流とに分割されない。むしろ、第１のハニカム構造体５は、ここではハウジ
ング２の周面ビードとして構成されたシール２４によってハウジング２に封止されている
。この周面ビードとして構成されたシール２４は、第１のハニカム構造体５の外郭の面７
に当接し、そこに封止されている。ビードとして構成されたシール２４は、第１のハニカ
ム構造体５を、ハウジング２内部で、機械的にも固定している。第１のハニカム構造体５
から排気ガスが流出した後で、この排気ガスは、偏向装置１８によって偏向される。これ
により、この排気ガスは、外郭７の外面８に向かうように偏向される。この場合、排気ガ
スは、外郭７の外面８の次のような領域上も通過する。すなわち、排気ガス浄化用添加剤
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【００４６】
　図５は、図４の切断線Ａ－Ａに沿った断面を示す。この図５では、第１のハニカム構造
体５の周りを外から取り囲むように、または第１のハニカム構造体５とハウジング２との
間に、環状空間２５が存在していることが見て取れる。この環状空間２５によって偏向さ
れる排気ガスは、図４に示されている排気ガス浄化コンポーネント１の流出開口部４の方
向へ偏向可能である。
【００４７】
　ビードとして構成されたシール２４は、第１のハニカム構造体５をハウジング２に固定
し、環状空間２５を、排気ガス浄化コンポーネント１の流入開口部３に対して封止してい
る。その上さらに、図４および図５による排気ガス浄化コンポーネント１の変形実施例で
は、第１のハニカム構造体５の後方に、バイパス流路６が設けられており、このバイパス
６を通って、排気ガス部分流１０は、添加装置９へ流れることなく排出可能である。この
変形実施例では、排気ガス主流１６が、添加装置９へ流れる。このことが、図４および図
５による変形実施例を、図１～図３による変形実施例から区別している。このバイパス流
路６は、偏向装置１８において、穿孔の形態で形成することが可能である。このバイパス
流路６は、特別な変形実施例にすぎず、図４および図５による実施例では、必ずしもなけ
ればならないものではない。
【００４８】
　図６は、内燃機関２０と、内燃機関２０の排気ガスを浄化する排気ガス処理装置２１と
を備えた自動車２２を示す。この排気ガス処理装置２１は、ここに既述した種類の排気ガ
ス浄化コンポーネント１を有している。その上さらに、この排気ガス処理装置２１は、Ｓ
ＣＲ触媒コンバータ２３を有しており、このＳＣＲ触媒コンバータ２３によって、選択的
触媒還元法を、排気ガス浄化用添加剤の支援のもとで実施することができる。この場合、
排気ガス浄化用添加剤は、既述の排気ガス浄化コンポーネント１を用いて、排気ガス処理
装置２１に供給される。
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【図５】 【図６】
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